
「小さな会社のためのブランディングセミナー」開催のご案内
信用（変更）保証書受領時のお願い
新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証４号の指定期間の延長について
保証制度等の改正について
セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）
のモニタリングの導入について　ほか
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大河津分水洗堰は大河津分水との分岐点直下の信濃川本流に建設された
堰堤です。現役当時のままで保存され、その文化的価値から国の登録有形文化
財に指定されています。信濃川改修工事の代表的遺構の一つで、堰柱26基、
延長約146ｍの日本で初めて造られた本格的RC造堰です。周辺は大河津
分水公園として整備されており、大河津や治水の歴史が学べる信濃川大河津
資料館もあり、憩いの場としても親しまれています。
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　新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号の指定期間が、令和4年12月31日まで
延長されました。

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証４号の指定期間の延長について

　信用（変更）保証書（以下、「保証書」という）がお手元に届きましたら、次
の事項について必ずご確認ください。
　金融機関の皆さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

•保証書がお手元に届きましたら、まず保証内容をご確認ください。
•保証書には有効期限、加えて当座貸越・カードローン等の保証制度をご利用の場合には契約締
結期間を記載しておりますので、ご確認ください。

※保証書の内容にご不明点がある場合や保証書の内容通りに融資実行ができない場合は、保証
担当者へご連絡ください。保証内容と異なる内容で融資実行をされた場合、お客様に新たな保
証料等の負担が発生する可能性があります。

信用（変更）保証書受領時のお願い
金融機関の皆さまへ

　新潟県信用保証協会では、県内中小企業の皆さまに「デザイン」
や「ブランディング」をもっと身近に感じていただくことを目的に、
ビジネスセミナーを開催します。
　講師に㈱フレーム代表取締役の石川竜太氏（当協会アドバイザ
リースタッフ）をお招きし、「デザイン」の役割やビジネスにおける
活用例についてお話いただきます。
　ご興味のある方はぜひこの機会にご参加ください。

お申込みは当協会ホームページのWEB申込フォームから

「小さな会社のためのブランディングセミナー」開催のご案内

　［契約締結期間］

■講師　石川  竜太氏

〈記載例〉
　［有効期限］

暴力団等の反社会的勢力とは
取引いたしません
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新潟県信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は
信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

信用保証の申込みにあたっては、申込人及び保証人の方から反社会的勢力に該当しないこと、
又はそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことなどを表明、確約する旨の書類の
提出をお願いいたします。

反社会的勢力とは
・ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・ 暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた
　不当な要求行為等を行う者

信用保証をご利用する皆さまへ
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情報発信のために魅力を深掘りする
　「SNSをやった方がいい」と勧められたけど何から始めれ
ばいいのかわからない、いざ始めたけどフォロワーが増えな
くて…という声をよく聞きます。今回ご紹介するのはSNSをは
じめ情報発信や販売促進の相談に応える専門家の南雲純
子さんです。情報発信の基本は「誰に、何を、どのように伝え
るのかが大事」という南雲さん。SNSに限らずターゲットに合
わせた情報発信を提案しています。

　集客のために取り組みたいのがターゲットの明確化です。
「ターゲットといっても単純にお客様ということではなく『あ
なたのお店が大好きで、その魅力を他の人にも伝えてくれ
る』営業部長になってくれそうな人をイメージしてほしい」と

南雲さん。実際にお店や宿泊施設に行ってみ
るととても魅力的なのに、その魅力をまだ
表現できていないところが多いそうで
す。「お店の商品やサービスの存在
や価値をしっかりと伝えていくことが
必要。ターゲットによって売り方や伝
え方が異なることもお伝えします」。
前職で旅行・観光業に携わっていた
南雲さんは観光や地域の魅力創生
のスペシャリストでもあります。「旅行

者にはそれぞれの“いい宿”
があって、宿泊施設にもそ
れぞれの良さがある。求め
ているお互いが出会うため
に宿泊施設は自分の魅力
を発信して欲しい」。宿泊
施設ならば予約サイトや自
社のWebサイト、ファンづく
りのためのSNSなど魅力を
伝える様々な手段もアドバ
イス。「魅力の細分化をして
みると料理やおもてなしが
強みの宿泊施設なのに、メイン写真が外観ということも多
い。情報発信の前に自社の魅力と徹底的に向かい合うこと
が大切です」。

SNSはあなたの魅力を伝えるツール
　「SNSをやらなくちゃ」と投稿が目的になっていることも…。
「SNSはあなたの魅力を伝えるツールです。オフィシャルで発
信する内容はあなたのブランドを作ります。発信を業者や従
業員に丸投げせずしっかりと運用しましょう」。

ポジティブに目線を変えていく
　「情報を活用して、お客様が来ない理由を一つずつつぶし
ていきたい」と南雲さん。「否定的なことは言わず、できること
を一緒に考えます。課題や勿体無いところに気づいてもらえ
るように良いところを引き出すのが私の役目」。コロナ禍や物
価高騰の影響もあり、自社の商品やサービスについて迷う人
も増えています。「適正価格がわからないというご相談も増え
ました。魅力の棚卸を行うことで不安の影に隠れてしまった
『うちのこれが凄い』という魅力をしっかりと掘り起こしてい
きます。みなさまの商品やサービスは、お客様を笑顔にでき
る素晴らしいものなので、面倒だと思わず楽しく情報発信に
向き合っていただきたいです」。

中小企業診断士、税理士、公認会計士、ファイナン
シャルプランナー、弁護士、デザイナー、広告プラン
ナー、POPクリエーター、管理栄養士、一級建築士、
医療経営コンサルタント、フードコーディネーター など

外部専門家

魅力を掘り起こして
お客様に伝わる
情報発信を提案
株式会社 コラボル 代表取締役　南雲純子さん

明るく楽しい語り口の南雲さんはセミナーも多数開催

お客様をできるだけ絞り込んで想
定して、現状の問題点を書き出して
いくシート。そこから導いた魅力をど
う発信するかを提案する

株式会社 コラボル 代表取締役
南雲  純子さん
新潟県出身。観光事業や地域産業をはじめ、
旅館、飲食店、商店から企業に至るまで幅広
い業種の集客、情報発信、販売促進のコン
サルティングを行う。国内旅行業務取扱管理
者。「誰かをハッピーにできる魅力あるお店の
お手伝いができることは私も幸せです！」

　新潟県信用保証協会では、経営者の皆さまのお困りごと
に応じて、より高度で専門的な支援を行うためにさまざま
な職種の外部専門家を派遣しています。今回は販売促進、
情報発信の支援がご専門の株式会社コラボル代表取締役 
南雲純子さんをご紹介します。

外部専門家に相談
してみませんか？

アドバイザリースタッフ

●誰に
あなたのお客様は誰ですか？
●何を
商品やサービス＋αが重要
●どのように
SNSの選び方、言葉や写真、動画などの工夫

情報発信の
ポイント

外部専門家に関してのお問い合わせ、お申し込みは　保証推進部 企業支援課 TEL.025-210-5143 まで
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南雲さんは観光や地域の魅力創生
のスペシャリストでもあります。「旅行

者にはそれぞれの“いい宿”
があって、宿泊施設にもそ
れぞれの良さがある。求め
ているお互いが出会うため
に宿泊施設は自分の魅力
を発信して欲しい」。宿泊
施設ならば予約サイトや自
社のWebサイト、ファンづく
りのためのSNSなど魅力を
伝える様々な手段もアドバ
イス。「魅力の細分化をして
みると料理やおもてなしが
強みの宿泊施設なのに、メイン写真が外観ということも多
い。情報発信の前に自社の魅力と徹底的に向かい合うこと
が大切です」。

SNSはあなたの魅力を伝えるツール
　「SNSをやらなくちゃ」と投稿が目的になっていることも…。
「SNSはあなたの魅力を伝えるツールです。オフィシャルで発
信する内容はあなたのブランドを作ります。発信を業者や従
業員に丸投げせずしっかりと運用しましょう」。

ポジティブに目線を変えていく
　「情報を活用して、お客様が来ない理由を一つずつつぶし
ていきたい」と南雲さん。「否定的なことは言わず、できること
を一緒に考えます。課題や勿体無いところに気づいてもらえ
るように良いところを引き出すのが私の役目」。コロナ禍や物
価高騰の影響もあり、自社の商品やサービスについて迷う人
も増えています。「適正価格がわからないというご相談も増え
ました。魅力の棚卸を行うことで不安の影に隠れてしまった
『うちのこれが凄い』という魅力をしっかりと掘り起こしてい
きます。みなさまの商品やサービスは、お客様を笑顔にでき
る素晴らしいものなので、面倒だと思わず楽しく情報発信に
向き合っていただきたいです」。

中小企業診断士、税理士、公認会計士、ファイナン
シャルプランナー、弁護士、デザイナー、広告プラン
ナー、POPクリエーター、管理栄養士、一級建築士、
医療経営コンサルタント、フードコーディネーター など

外部専門家

魅力を掘り起こして
お客様に伝わる
情報発信を提案
株式会社 コラボル 代表取締役　南雲純子さん

明るく楽しい語り口の南雲さんはセミナーも多数開催

お客様をできるだけ絞り込んで想
定して、現状の問題点を書き出して
いくシート。そこから導いた魅力をど
う発信するかを提案する

株式会社 コラボル 代表取締役
南雲  純子さん
新潟県出身。観光事業や地域産業をはじめ、
旅館、飲食店、商店から企業に至るまで幅広
い業種の集客、情報発信、販売促進のコン
サルティングを行う。国内旅行業務取扱管理
者。「誰かをハッピーにできる魅力あるお店の
お手伝いができることは私も幸せです！」

　新潟県信用保証協会では、経営者の皆さまのお困りごと
に応じて、より高度で専門的な支援を行うためにさまざま
な職種の外部専門家を派遣しています。今回は販売促進、
情報発信の支援がご専門の株式会社コラボル代表取締役 
南雲純子さんをご紹介します。

外部専門家に相談
してみませんか？

アドバイザリースタッフ

●誰に
あなたのお客様は誰ですか？
●何を
商品やサービス＋αが重要
●どのように
SNSの選び方、言葉や写真、動画などの工夫

情報発信の
ポイント

外部専門家に関してのお問い合わせ、お申し込みは　保証推進部 企業支援課 TEL.025-210-5143 まで HOSHO NI IGATA 2

　新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号の指定期間が、令和4年12月31日まで
延長されました。

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証４号の指定期間の延長について

　信用（変更）保証書（以下、「保証書」という）がお手元に届きましたら、次
の事項について必ずご確認ください。
　金融機関の皆さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

•保証書がお手元に届きましたら、まず保証内容をご確認ください。
•保証書には有効期限、加えて当座貸越・カードローン等の保証制度をご利用の場合には契約締
結期間を記載しておりますので、ご確認ください。

※保証書の内容にご不明点がある場合や保証書の内容通りに融資実行ができない場合は、保証
担当者へご連絡ください。保証内容と異なる内容で融資実行をされた場合、お客様に新たな保
証料等の負担が発生する可能性があります。

信用（変更）保証書受領時のお願い
金融機関の皆さまへ

　新潟県信用保証協会では、県内中小企業の皆さまに「デザイン」
や「ブランディング」をもっと身近に感じていただくことを目的に、
ビジネスセミナーを開催します。
　講師に㈱フレーム代表取締役の石川竜太氏（当協会アドバイザ
リースタッフ）をお招きし、「デザイン」の役割やビジネスにおける
活用例についてお話いただきます。
　ご興味のある方はぜひこの機会にご参加ください。

お申込みは当協会ホームページのWEB申込フォームから

「小さな会社のためのブランディングセミナー」開催のご案内

　［契約締結期間］

■講師　石川  竜太氏

〈記載例〉
　［有効期限］
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Share Topics

　ポストコロナに向けた中小企業者の前向きな投資を促進するため、以下の保証制度を改正しました
ので、お知らせします。

　中小企業者に対する経営者保証に依存しない融資慣行を確立するため、以下の保証制度等を
改正しましたので、お知らせします。

　伴走支援型特別保証制度、事業承継特別保証制度、経営承継準備関連保証制度、
経営承継借換関連保証制度は優良店舗等に対する感謝状贈呈基準制度となっております。
当該保証制度の利用促進について、一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

保証制度等の改正について

改正する保証制度

伴走支援型特別保証制度
保証限度額を
6,000万円→１億円へ増額

改正内容

改正する保証制度

事業承継特別保証制度
経営承継準備関連保証制度
経営承継借換関連保証制度
経営力向上関連保証
地域経済牽引事業関連保証制度

申込資格要件のうち、
ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率について
10倍以内→15倍以内へ
要件を緩和

改正内容

相談窓口のお知らせ （令和４年10月１日現在）

特別相談窓口

東日本大震災に関する特別相談窓口
旧：平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口 

平成23年３月11日設置 
（平成23年５月13日名称変更） 

令和３年11月２日設置 
（令和４年２月25日名称変更） 

ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

令和元年台風第19号に伴う災害に関する特別相談窓口 令和元年10月13日設置

令和４年８月３日からの大雨による災害に関する特別相談窓口

日野自動車サプライチェーン関連中小企業支援対策特別相談窓口

令和４年８月４日設置

令和４年４月13日設置

当協会独自の相談窓口 

金融・経営相談窓口 
（創業・資金繰り・事業承継・経営改善・金融機関紹介）

平成30年４月１日設置

夜間相談窓口
（創業・資金繰り・事業承継・経営改善・金融機関紹介） 

その他の相談窓口

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

賃金水準上昇対策相談窓口 

令和２年１月29日設置 

平成30年４月１日設置

　事業者の経営課題等を適切に把握し、信用保証協会と金融機関が連携した経営支援を促進するため、
セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）について、取扱金融機関による
モニタリングを導入することとなりました。

詳細は保証推進部保証総括課（TEL025-210-5141）までお問合せください。

セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症に係る
ものに限る）のモニタリングの導入について

運用開始  2022（令和4）年10月1日保証申込受付分から。

モニタリング開始時期  貸付実行日の属する半期の翌半期から。

モニタリング期間  上半期（４～９月）と下半期（10～３月）を定期とし、

貸付実行後、最大５年間。

提出時期  上半期分は10～11月末まで、下半期分は翌年度の4～5月末まで。

　令和４年９月６日（火）、燕三条地場産業振興センターにて、「新潟県しんきん個別商談会」が開催
されました。この商談会は、県内中小企業の販路拡大支援を目的に、新潟県内９つの信用金庫が
主催しており、当協会も連携して参加しました。
　新潟県内の企業53社が、百貨店やインターネット
通販サイトのバイヤー等と積極的な商談に臨みま
した。
　引き続き、関係機関との連携を図りながら、中
小企業の皆さまの販路拡大のサポートに取り組ん
でまいります。

「新潟県しんきん個別商談会」が開催されました

　当協会では、ディスクロージャー誌「新潟県信用保証協会レポート
２０２２」を発刊しました。本誌を通じ、当協会の事業内容等に対する
ご理解を深めていただければ幸いです。なお、ディスクロージャー誌
は当協会ホームページでもご覧いただけます。

「新潟県信用保証協会レポート２０２２」
を発刊しました

　令和４年９月２９日（木）～３０日（金）、燕三条
地場産業振興センターにて、燕三条トレードショウ
実行委員会（燕商工会議所・三条商工会議所）が
主催する「燕三条トレードショウ２０２２」が開催
されました。燕三条地域の中小企業の販路拡大
を支援するため、当協会も後援しております。
　当日は、燕三条地域の企業が製造する商品が
多数展示され、各企業が地域内外に高い技術の
ＰＲを行いました。

　今後も経営支援に関する取り組みとして、ビジネスマッチング等を後押ししてまいります。

「燕三条トレードショウ２０２２」が開催されました

　令和４年１１月、県内３会場において、（一社）スペシャリ
ストアライアンス新潟が主催する「創業支援セミナー」が
開催されます。
　創業に必要な知識・情報や資金繰りのアドバイスなどが
得られるセミナーとなっており、当協会も後援しております。
当協会含む各機関の創業支援メニューの紹介も行われま
すので、この機会に是非ご参加ください。
　
　詳細は当協会ホームページをご覧ください。

「創業支援セミナー」開催のご案内

　令和４年９月７日（水）、当協会および（公財）にいがた産業創造機構［新潟県中小企業活性化協議会］
が事務局を受け持つ「にいがた中小企業支援ネットワーク」が「2022年度 支援ネットワーク会議」を
開催しました。この会議は、中小企業支援に携わる担当者を対象に、地域全体での経営改善や再生
スキルの向上を図ることを目的とし、今年度はオンライン会議形式で開催しました。
　今後も各関係機関との連携を深め、情報交換を行いながら経営支援に取り組んでまいります。

にいがた中小企業支援ネットワーク
「２０２２年度 支援ネットワーク会議」を開催しました

〈 内 容 〉

①中小企業支援における新潟県の強み
講師：弁護士（元中小企業庁事業環境部金融課）
　　　横田  直忠 氏

②中小企業活性化協議会事業について
講師：中小企業活性化全国本部PM　
　　　松浦  義浩氏

③活性化協議会による再チャレンジ支援について
講師：東京都中小企業活性化協議会　弁護士SM
　　　辰巳  駿介氏

当協会栗山保証推進部長
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金融・経営相談窓口 
（創業・資金繰り・事業承継・経営改善・金融機関紹介）

平成30年４月１日設置

夜間相談窓口
（創業・資金繰り・事業承継・経営改善・金融機関紹介） 

その他の相談窓口

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

賃金水準上昇対策相談窓口 

令和２年１月29日設置 

平成30年４月１日設置

　事業者の経営課題等を適切に把握し、信用保証協会と金融機関が連携した経営支援を促進するため、
セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）について、取扱金融機関による
モニタリングを導入することとなりました。

詳細は保証推進部保証総括課（TEL025-210-5141）までお問合せください。

セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症に係る
ものに限る）のモニタリングの導入について

運用開始  2022（令和4）年10月1日保証申込受付分から。

モニタリング開始時期  貸付実行日の属する半期の翌半期から。

モニタリング期間  上半期（４～９月）と下半期（10～３月）を定期とし、

貸付実行後、最大５年間。

提出時期  上半期分は10～11月末まで、下半期分は翌年度の4～5月末まで。



5

Share Topics

　2022年９月末時点の金融機関店舗別保証債務残高の上位100店舗を掲載いたします。
　今後とも地域経済の振興、発展を担う中小企業の円滑な資金調達のため、より一層の保証付融資の
推進にご協力くださいますようお願いいたします。

2022年度9月末 保証債務残高 上位100店舗ランク表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

3

2

4

5

7

6

8

9

10

11

15

13

12

14

18

16

17

20

23

第四北越

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

大　光

新発田信金

第四北越

協栄信組

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

八十二

第四北越

第四北越

新潟駅南

本　店

南新潟

新　潟

高田営業部

新　潟

本　店

本　店

三　条

本　店

燕

水　原

長岡営業部

新潟駅前

三条東

新潟東大通

新発田

直江津

長岡本店

三条中央

396

283

379

417

431

369

429

508

331

328

334

308

280

335

233

264

368

332

293

285

6,598

6,595

6,447

6,332

6,256

6,092

5,946

5,774

5,316

5,294

4,883

4,708

4,696

4,629

4,594

4,449

4,255

4,226

3,866

3,721

⬇91.51

⬆102.72

⬇99.67

⬆100.03

⬇99.99

⬆100.13

⬇97.46

⬇97.76

⬇96.52

⬇99.78

⬇96.62

⬆106.14

⬆100.54

⬇98.96

⬆102.20

⬆110.39

⬇96.63

⬆101.84

⬇97.41

⬆100.26

➡

⬆

⬇

➡

➡

⬆

⬇

➡

➡

➡

➡

⬆

➡

⬇

⬇

⬆

⬇

⬇

⬆

⬆

順位 母店名 営業店名 件数 残高金額 前年度比昨年
順位

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

21

19

25

24

31

22

28

36

29

34

30

32

27

116

41

38

33

26

42

37

大　光

八十二

第四北越

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

第四北越

三条信金

第四北越

第四北越

新潟信金

三井住友

第四北越

大　光

新潟駅南

高　田

豊栄中央

十日町中央

吉　田

新発田

六日町

大　形

直江津

五　泉

出来島

佐和田

白　山

新　潟

十日町

水原中央

大　形

新　潟

亀　田

新潟駅前

270

293

279

303

239

344

247

241

271

290

218

368

188

262

254

190

257

107

199

192

3,609

3,601

3,573

3,478

3,443

3,411

3,308

3,267

3,256

3,231

3,211

3,198

3,160

3,147

3,118

3,117

3,104

3,091

3,008

2,998

⬇93.99

⬇89.41

⬆100.76

⬇95.23

⬆105.51

⬇91.74

⬇99.67

⬆105.28

⬇98.50

⬆101.04

⬇97.98

⬇98.84

⬇94.66

⬆168.94

⬆102.91

⬆100.96

⬇97.05

⬇87.51

⬆100.66

⬇97.00

➡

⬇

⬆

➡

⬆

⬇

⬆

⬆

➡

⬆

⬇

➡

⬇

⬆

⬆

⬆

⬇

⬇

⬆

⬇

順位 母店名 営業店名 件数 残高金額 前年度比昨年
順位

（保証債務残高順） （単位：百万円、％）

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

49

35

39

43

40

46

48

59

44

47

66

45

53

52

54

51

71

56

65

50

60

57

83

68

55

69

75

76

67

78

第四北越

三条信金

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

大　光

新潟信金

第四北越

大　光

第四北越

大　光

はばたき

大　光

第四北越

きらやか

第四北越

第四北越

第四北越

新潟県信組

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

第四北越

新潟県信組

第四北越

大　光

三条信金

柏　崎

本　店

六日町中央

三　条

五泉中央

見　附

燕

本　店

新　町

石　山

臨　港

大　形

五　泉

白　根

神田中央

新発田

小千谷

住吉町

豊　栄

十日町

小千谷中央

古町中央

東三条

村　上

宮　内

東　港

湯　沢

五　泉

大　野

島　田

263

240

161

257

171

185

211

372

211

221

145

202

286

207

161

177

174

185

187

284

166

148

187

205

159

162

209

195

193

201

2,987

2,958

2,949

2,941

2,892

2,851

2,745

2,652

2,639

2,623

2,619

2,611

2,570

2,561

2,556

2,537

2,479

2,465

2,454

2,452

2,450

2,420

2,414

2,391

2,375

2,374

2,352

2,342

2,334

2,330

⬆110.34

⬇94.66

⬇96.05

⬇98.74

⬇95.01

⬆102.82

⬇99.98

⬆105.68

⬇90.61

⬇95.07

⬆108.05

⬇92.72

⬇99.03

⬇98.56

⬇98.72

⬇96.78

⬆104.08

⬇97.24

⬆101.04

⬇92.70

⬇98.22

⬇95.74

⬆109.22

⬇99.28

⬇93.18

⬇99.10

⬆100.07

⬆100.83

⬇96.30

⬆100.34

⬆

⬇

⬇

⬇

⬇

➡

⬆

⬆

⬇

⬇

⬆

⬇

➡

⬇

⬇

⬇

⬆

⬇

⬆

⬇

⬇

⬇

⬆

⬆

⬇

⬆

⬆

⬆

⬇

⬆

順位 母店名 営業店名 件数 残高金額 前年度比昨年
順位

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

61

58

80

70

63

73

64

82

72

102

62

86

85

95

90

92

106

87

91

93

94

79

81

114

77

84

98

88

74

89

新潟信金

第四北越

北　陸

第四北越

大　光

大　光

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

新潟県信組

富山第一

第四北越

第四北越

上越信金

第四北越

大　光

長岡信金

新潟信金

新発田信金

第四北越

第四北越

新潟県信組

きらやか

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

米　山

新発田中央

新　潟

古　町

柏　崎

小千谷

三条北

学校町

燕中央

新　井

十日町

長岡南

小千谷

長　岡

高田中央

巻中央

有　田

小　出

高　田

新　町

沼　垂

豊　栄

大　野

東新潟

新　津

村　上

松　浜

出来島中央

長岡東

巻

256

143

94

163

182

217

200

180

152

163

258

125

215

105

164

141

224

202

212

155

219

230

165

133

202

138

152

153

213

151

2,302

2,286

2,267

2,266

2,253

2,227

2,224

2,223

2,221

2,209

2,202

2,201

2,199

2,187

2,171

2,169

2,167

2,166

2,147

2,145

2,126

2,118

2,107

2,098

2,089

2,088

2,084

2,081

2,075

2,068

⬇92.61

⬇90.94

⬇99.22

⬇94.72

⬇92.37

⬇94.15

⬇91.37

⬆100.51

⬇93.58

⬆110.13

⬇89.20

⬆100.75

⬇99.81

⬆103.96

⬆100.85

⬆101.86

⬆109.54

⬇99.36

⬆100.73

⬆100.89

⬆100.55

⬇91.55

⬇94.43

⬆110.97

⬇89.95

⬇94.71

⬆100.91

⬇95.47

⬇87.72

⬇95.65

⬇

⬇

⬆

⬇

⬇

⬇

⬇

⬆

⬇

⬆

⬇

⬆

⬆

⬆

⬆

⬆

⬆

⬇

⬆

⬆

⬆

⬇

⬇

⬆

⬇

⬇

⬆

⬇

⬇

⬇

順位 母店名 営業店名 件数 残高金額 前年度比昨年
順位
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　2022年９月末時点の金融機関店舗別保証債務残高の上位100店舗を掲載いたします。
　今後とも地域経済の振興、発展を担う中小企業の円滑な資金調達のため、より一層の保証付融資の
推進にご協力くださいますようお願いいたします。

2022年度9月末 保証債務残高 上位100店舗ランク表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

3

2

4

5

7

6

8

9

10

11

15

13

12

14

18

16

17

20

23

第四北越

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

大　光

新発田信金

第四北越

協栄信組

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

八十二

第四北越

第四北越

新潟駅南

本　店

南新潟

新　潟

高田営業部

新　潟

本　店

本　店

三　条

本　店

燕

水　原

長岡営業部

新潟駅前

三条東

新潟東大通

新発田

直江津

長岡本店

三条中央

396

283

379

417

431

369

429

508

331

328

334

308

280

335

233

264

368

332

293

285

6,598

6,595

6,447

6,332

6,256

6,092

5,946

5,774

5,316

5,294

4,883

4,708

4,696

4,629

4,594

4,449

4,255

4,226

3,866

3,721

⬇91.51

⬆102.72

⬇99.67

⬆100.03

⬇99.99

⬆100.13

⬇97.46

⬇97.76

⬇96.52

⬇99.78

⬇96.62

⬆106.14

⬆100.54

⬇98.96

⬆102.20

⬆110.39

⬇96.63

⬆101.84

⬇97.41

⬆100.26

➡

⬆

⬇

➡

➡

⬆

⬇

➡

➡

➡

➡

⬆

➡

⬇

⬇

⬆

⬇

⬇

⬆

⬆

順位 母店名 営業店名 件数 残高金額 前年度比昨年
順位

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

21

19

25

24

31

22

28

36

29

34

30

32

27

116

41

38

33

26

42

37

大　光

八十二

第四北越

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

第四北越

三条信金

第四北越

第四北越

新潟信金

三井住友

第四北越

大　光

新潟駅南

高　田

豊栄中央

十日町中央

吉　田

新発田

六日町

大　形

直江津

五　泉

出来島

佐和田

白　山

新　潟

十日町

水原中央

大　形

新　潟

亀　田

新潟駅前

270

293

279

303

239

344

247

241

271

290

218

368

188

262

254

190

257

107

199

192

3,609

3,601

3,573

3,478

3,443

3,411

3,308

3,267

3,256

3,231

3,211

3,198

3,160

3,147

3,118

3,117

3,104

3,091

3,008

2,998

⬇93.99

⬇89.41

⬆100.76

⬇95.23

⬆105.51

⬇91.74

⬇99.67

⬆105.28

⬇98.50

⬆101.04

⬇97.98

⬇98.84

⬇94.66

⬆168.94

⬆102.91

⬆100.96

⬇97.05

⬇87.51

⬆100.66

⬇97.00

➡

⬇

⬆

➡

⬆

⬇

⬆

⬆

➡

⬆

⬇

➡

⬇

⬆

⬆

⬆

⬇

⬇

⬆

⬇

順位 母店名 営業店名 件数 残高金額 前年度比昨年
順位

（保証債務残高順） （単位：百万円、％）

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

49

35

39

43

40

46

48

59

44

47

66

45

53

52

54

51

71

56

65

50

60

57

83

68

55

69

75

76

67

78

第四北越

三条信金

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

大　光

新潟信金

第四北越

大　光

第四北越

大　光

はばたき

大　光

第四北越

きらやか

第四北越

第四北越

第四北越

新潟県信組

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

第四北越

新潟県信組

第四北越

大　光

三条信金

柏　崎

本　店

六日町中央

三　条

五泉中央

見　附

燕

本　店

新　町

石　山

臨　港

大　形

五　泉

白　根

神田中央

新発田

小千谷

住吉町

豊　栄

十日町

小千谷中央

古町中央

東三条

村　上

宮　内

東　港

湯　沢

五　泉

大　野

島　田

263

240

161

257

171

185

211

372

211

221

145

202

286

207

161

177

174

185

187

284

166

148

187

205

159

162

209

195

193

201

2,987

2,958

2,949

2,941

2,892

2,851

2,745

2,652

2,639

2,623

2,619

2,611

2,570

2,561

2,556

2,537

2,479

2,465

2,454

2,452

2,450

2,420

2,414

2,391

2,375

2,374

2,352

2,342

2,334

2,330

⬆110.34

⬇94.66

⬇96.05

⬇98.74

⬇95.01

⬆102.82

⬇99.98

⬆105.68

⬇90.61

⬇95.07

⬆108.05

⬇92.72

⬇99.03

⬇98.56

⬇98.72

⬇96.78

⬆104.08

⬇97.24

⬆101.04

⬇92.70

⬇98.22

⬇95.74

⬆109.22

⬇99.28

⬇93.18

⬇99.10

⬆100.07

⬆100.83

⬇96.30

⬆100.34

⬆

⬇

⬇

⬇

⬇

➡

⬆

⬆

⬇

⬇

⬆

⬇

➡

⬇

⬇

⬇

⬆

⬇

⬆

⬇

⬇

⬇

⬆

⬆

⬇

⬆

⬆

⬆

⬇

⬆

順位 母店名 営業店名 件数 残高金額 前年度比昨年
順位

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

61

58

80

70

63

73

64

82

72

102

62

86

85

95

90

92

106

87

91

93

94

79

81

114

77

84

98

88

74

89

新潟信金

第四北越

北　陸

第四北越

大　光

大　光

第四北越

大　光

第四北越

第四北越

大　光

第四北越

新潟県信組

富山第一

第四北越

第四北越

上越信金

第四北越

大　光

長岡信金

新潟信金

新発田信金

第四北越

第四北越

新潟県信組

きらやか

第四北越

第四北越

第四北越

第四北越

米　山

新発田中央

新　潟

古　町

柏　崎

小千谷

三条北

学校町

燕中央

新　井

十日町

長岡南

小千谷

長　岡

高田中央

巻中央

有　田

小　出

高　田

新　町

沼　垂

豊　栄

大　野

東新潟

新　津

村　上

松　浜

出来島中央

長岡東

巻

256

143

94

163

182

217

200

180

152

163

258

125

215

105

164

141

224

202

212

155

219

230

165

133

202

138

152

153

213

151

2,302

2,286

2,267

2,266

2,253

2,227

2,224

2,223

2,221

2,209

2,202

2,201

2,199

2,187

2,171

2,169

2,167

2,166

2,147

2,145

2,126

2,118

2,107

2,098

2,089

2,088

2,084

2,081

2,075

2,068

⬇92.61

⬇90.94

⬇99.22

⬇94.72

⬇92.37

⬇94.15

⬇91.37

⬆100.51

⬇93.58

⬆110.13

⬇89.20

⬆100.75

⬇99.81

⬆103.96

⬆100.85

⬆101.86

⬆109.54

⬇99.36

⬆100.73

⬆100.89

⬆100.55

⬇91.55

⬇94.43

⬆110.97

⬇89.95

⬇94.71

⬆100.91

⬇95.47

⬇87.72

⬇95.65

⬇

⬇

⬆

⬇

⬇

⬇

⬇

⬆

⬇

⬆

⬇

⬆

⬆

⬆

⬆

⬆

⬆

⬇

⬆

⬆

⬆

⬇

⬇

⬆

⬇

⬇

⬆

⬇

⬇

⬇

順位 母店名 営業店名 件数 残高金額 前年度比昨年
順位
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Pick Up News

　令和４年９月６日（火）、燕三条地場産業振興センターにて、「新潟県しんきん個別商談会」が開催
されました。この商談会は、県内中小企業の販路拡大支援を目的に、新潟県内９つの信用金庫が
主催しており、当協会も連携して参加しました。
　新潟県内の企業53社が、百貨店やインターネット
通販サイトのバイヤー等と積極的な商談に臨みま
した。
　引き続き、関係機関との連携を図りながら、中
小企業の皆さまの販路拡大のサポートに取り組ん
でまいります。

「新潟県しんきん個別商談会」が開催されました

　当協会では、ディスクロージャー誌「新潟県信用保証協会レポート
２０２２」を発刊しました。本誌を通じ、当協会の事業内容等に対する
ご理解を深めていただければ幸いです。なお、ディスクロージャー誌
は当協会ホームページでもご覧いただけます。

「新潟県信用保証協会レポート２０２２」
を発刊しました

　令和４年９月２９日（木）～３０日（金）、燕三条
地場産業振興センターにて、燕三条トレードショウ
実行委員会（燕商工会議所・三条商工会議所）が
主催する「燕三条トレードショウ２０２２」が開催
されました。燕三条地域の中小企業の販路拡大
を支援するため、当協会も後援しております。
　当日は、燕三条地域の企業が製造する商品が
多数展示され、各企業が地域内外に高い技術の
ＰＲを行いました。

　今後も経営支援に関する取り組みとして、ビジネスマッチング等を後押ししてまいります。

「燕三条トレードショウ２０２２」が開催されました

　令和４年１１月、県内３会場において、（一社）スペシャリ
ストアライアンス新潟が主催する「創業支援セミナー」が
開催されます。
　創業に必要な知識・情報や資金繰りのアドバイスなどが
得られるセミナーとなっており、当協会も後援しております。
当協会含む各機関の創業支援メニューの紹介も行われま
すので、この機会に是非ご参加ください。
　
　詳細は当協会ホームページをご覧ください。

「創業支援セミナー」開催のご案内

　令和４年９月７日（水）、当協会および（公財）にいがた産業創造機構［新潟県中小企業活性化協議会］
が事務局を受け持つ「にいがた中小企業支援ネットワーク」が「2022年度 支援ネットワーク会議」を
開催しました。この会議は、中小企業支援に携わる担当者を対象に、地域全体での経営改善や再生
スキルの向上を図ることを目的とし、今年度はオンライン会議形式で開催しました。
　今後も各関係機関との連携を深め、情報交換を行いながら経営支援に取り組んでまいります。

にいがた中小企業支援ネットワーク
「２０２２年度 支援ネットワーク会議」を開催しました

〈 内 容 〉

①中小企業支援における新潟県の強み
講師：弁護士（元中小企業庁事業環境部金融課）
　　　横田  直忠 氏

②中小企業活性化協議会事業について
講師：中小企業活性化全国本部PM　
　　　松浦  義浩氏

③活性化協議会による再チャレンジ支援について
講師：東京都中小企業活性化協議会　弁護士SM
　　　辰巳  駿介氏

当協会栗山保証推進部長

　ポストコロナに向けた中小企業者の前向きな投資を促進するため、以下の保証制度を改正しました
ので、お知らせします。

　中小企業者に対する経営者保証に依存しない融資慣行を確立するため、以下の保証制度等を
改正しましたので、お知らせします。

　伴走支援型特別保証制度、事業承継特別保証制度、経営承継準備関連保証制度、
経営承継借換関連保証制度は優良店舗等に対する感謝状贈呈基準制度となっております。
当該保証制度の利用促進について、一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

保証制度等の改正について

改正する保証制度

伴走支援型特別保証制度
保証限度額を
6,000万円→１億円へ増額

改正内容

改正する保証制度

事業承継特別保証制度
経営承継準備関連保証制度
経営承継借換関連保証制度
経営力向上関連保証
地域経済牽引事業関連保証制度

申込資格要件のうち、
ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率について
10倍以内→15倍以内へ
要件を緩和

改正内容

相談窓口のお知らせ （令和４年10月１日現在）

特別相談窓口

東日本大震災に関する特別相談窓口
旧：平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口 

平成23年３月11日設置 
（平成23年５月13日名称変更） 

令和３年11月２日設置 
（令和４年２月25日名称変更） 

ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

令和元年台風第19号に伴う災害に関する特別相談窓口 令和元年10月13日設置

令和４年８月３日からの大雨による災害に関する特別相談窓口

日野自動車サプライチェーン関連中小企業支援対策特別相談窓口

令和４年８月４日設置

令和４年４月13日設置

当協会独自の相談窓口 

金融・経営相談窓口 
（創業・資金繰り・事業承継・経営改善・金融機関紹介）

平成30年４月１日設置

夜間相談窓口
（創業・資金繰り・事業承継・経営改善・金融機関紹介） 

その他の相談窓口

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

賃金水準上昇対策相談窓口 

令和２年１月29日設置 

平成30年４月１日設置

　事業者の経営課題等を適切に把握し、信用保証協会と金融機関が連携した経営支援を促進するため、
セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）について、取扱金融機関による
モニタリングを導入することとなりました。

詳細は保証推進部保証総括課（TEL025-210-5141）までお問合せください。

セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症に係る
ものに限る）のモニタリングの導入について

運用開始  2022（令和4）年10月1日保証申込受付分から。

モニタリング開始時期  貸付実行日の属する半期の翌半期から。

モニタリング期間  上半期（４～９月）と下半期（10～３月）を定期とし、

貸付実行後、最大５年間。

提出時期  上半期分は10～11月末まで、下半期分は翌年度の4～5月末まで。



　ポストコロナに向けた中小企業者の前向きな投資を促進するため、以下の保証制度を改正しました
ので、お知らせします。

　中小企業者に対する経営者保証に依存しない融資慣行を確立するため、以下の保証制度等を
改正しましたので、お知らせします。

　伴走支援型特別保証制度、事業承継特別保証制度、経営承継準備関連保証制度、
経営承継借換関連保証制度は優良店舗等に対する感謝状贈呈基準制度となっております。
当該保証制度の利用促進について、一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

保証制度等の改正について

改正する保証制度

伴走支援型特別保証制度
保証限度額を
6,000万円→１億円へ増額

改正内容

改正する保証制度

事業承継特別保証制度
経営承継準備関連保証制度
経営承継借換関連保証制度
経営力向上関連保証
地域経済牽引事業関連保証制度

申込資格要件のうち、
ＥＢＩＴＤＡ有利子負債倍率について
10倍以内→15倍以内へ
要件を緩和

改正内容

相談窓口のお知らせ （令和４年10月１日現在）

特別相談窓口

東日本大震災に関する特別相談窓口
旧：平成23年東北地方太平洋沖地震災害に関する特別相談窓口 

平成23年３月11日設置 
（平成23年５月13日名称変更） 

令和３年11月２日設置 
（令和４年２月25日名称変更） 

ウクライナ情勢・原油価格上昇等に関する特別相談窓口 

令和元年台風第19号に伴う災害に関する特別相談窓口 令和元年10月13日設置

令和４年８月３日からの大雨による災害に関する特別相談窓口

日野自動車サプライチェーン関連中小企業支援対策特別相談窓口

令和４年８月４日設置

令和４年４月13日設置

当協会独自の相談窓口 

金融・経営相談窓口 
（創業・資金繰り・事業承継・経営改善・金融機関紹介）

平成30年４月１日設置

夜間相談窓口
（創業・資金繰り・事業承継・経営改善・金融機関紹介） 

その他の相談窓口

新型コロナウイルスに関する経営相談窓口

賃金水準上昇対策相談窓口 

令和２年１月29日設置 

平成30年４月１日設置

　事業者の経営課題等を適切に把握し、信用保証協会と金融機関が連携した経営支援を促進するため、
セーフティネット保証4号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）について、取扱金融機関による
モニタリングを導入することとなりました。

詳細は保証推進部保証総括課（TEL025-210-5141）までお問合せください。

セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症に係る
ものに限る）のモニタリングの導入について

運用開始  2022（令和4）年10月1日保証申込受付分から。

モニタリング開始時期  貸付実行日の属する半期の翌半期から。

モニタリング期間  上半期（４～９月）と下半期（10～３月）を定期とし、

貸付実行後、最大５年間。

提出時期  上半期分は10～11月末まで、下半期分は翌年度の4～5月末まで。
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　令和４年９月６日（火）、燕三条地場産業振興センターにて、「新潟県しんきん個別商談会」が開催
されました。この商談会は、県内中小企業の販路拡大支援を目的に、新潟県内９つの信用金庫が
主催しており、当協会も連携して参加しました。
　新潟県内の企業53社が、百貨店やインターネット
通販サイトのバイヤー等と積極的な商談に臨みま
した。
　引き続き、関係機関との連携を図りながら、中
小企業の皆さまの販路拡大のサポートに取り組ん
でまいります。

「新潟県しんきん個別商談会」が開催されました

　当協会では、ディスクロージャー誌「新潟県信用保証協会レポート
２０２２」を発刊しました。本誌を通じ、当協会の事業内容等に対する
ご理解を深めていただければ幸いです。なお、ディスクロージャー誌
は当協会ホームページでもご覧いただけます。

「新潟県信用保証協会レポート２０２２」
を発刊しました

　令和４年９月２９日（木）～３０日（金）、燕三条
地場産業振興センターにて、燕三条トレードショウ
実行委員会（燕商工会議所・三条商工会議所）が
主催する「燕三条トレードショウ２０２２」が開催
されました。燕三条地域の中小企業の販路拡大
を支援するため、当協会も後援しております。
　当日は、燕三条地域の企業が製造する商品が
多数展示され、各企業が地域内外に高い技術の
ＰＲを行いました。

　今後も経営支援に関する取り組みとして、ビジネスマッチング等を後押ししてまいります。

「燕三条トレードショウ２０２２」が開催されました

　令和４年１１月、県内３会場において、（一社）スペシャリ
ストアライアンス新潟が主催する「創業支援セミナー」が
開催されます。
　創業に必要な知識・情報や資金繰りのアドバイスなどが
得られるセミナーとなっており、当協会も後援しております。
当協会含む各機関の創業支援メニューの紹介も行われま
すので、この機会に是非ご参加ください。
　
　詳細は当協会ホームページをご覧ください。

「創業支援セミナー」開催のご案内

　令和４年９月７日（水）、当協会および（公財）にいがた産業創造機構［新潟県中小企業活性化協議会］
が事務局を受け持つ「にいがた中小企業支援ネットワーク」が「2022年度 支援ネットワーク会議」を
開催しました。この会議は、中小企業支援に携わる担当者を対象に、地域全体での経営改善や再生
スキルの向上を図ることを目的とし、今年度はオンライン会議形式で開催しました。
　今後も各関係機関との連携を深め、情報交換を行いながら経営支援に取り組んでまいります。

にいがた中小企業支援ネットワーク
「２０２２年度 支援ネットワーク会議」を開催しました

〈 内 容 〉

①中小企業支援における新潟県の強み
講師：弁護士（元中小企業庁事業環境部金融課）
　　　横田  直忠 氏

②中小企業活性化協議会事業について
講師：中小企業活性化全国本部PM　
　　　松浦  義浩氏

③活性化協議会による再チャレンジ支援について
講師：東京都中小企業活性化協議会　弁護士SM
　　　辰巳  駿介氏

当協会栗山保証推進部長
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暴力団等の反社会的勢力とは
取引いたしません

〒951-8640
新潟市中央区古町通７番町1010番地（古町ルフル７・８階）

検査指導室

 

TEL 025-210-5135　FAX 025-210-5160

窓口のご案内
保 証 第 一 課 　TEL 025-210-5151　FAX 025-210-5172
保 証 第 二 課 　TEL 025-210-5152　FAX 025-210-5173
保 証 第 三 課 TEL 025-210-5150　FAX 025-210-5173
整 理 第 一 課

　
TEL 025-210-5153　FAX 025-210-5174

整 理 第 二 課 TEL 025-210-5154　FAX 025-210-5174

保証第一課
新潟市（中央区、西区、西蒲区）

本店営業部

担当区域

保証第二課
新潟市（北区、東区、江南区、秋葉区、南区）
保証第三課
新発田市、村上市、五泉市、阿賀野市、胎内市、聖籠町、阿賀町、
関川村、粟島浦村保 証 総 括 課  TEL 025-210-5141　FAX 025-210-5170

　　　　　　         E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp
事務サポート課 　TEL 025-210-5142　FAX 025-210-5170
　　　　　　         E-mail:hosho@niigata-cgc.or.jp
企 業 支 援 課　 TEL 025-210-5143　FAX 025-210-5170

 E-mail:hosho-g@niigata-cgc.or.jp

保証推進部

整 理 総 括 課 　TEL 025-210-5144　FAX 025-210-5171
代 位 弁 済 課 　TEL 025-210-5145　FAX 025-210-5171

整理回収部 E-mail:kanri@niigata-cgc.or.jp

〒940-0071　長岡市表町３丁目１番地８（リナシエビル３）
保 証 第 一 課 　TEL 0258-35-5714　FAX 0258-35-6341
保 証 第 二 課 　TEL 0258-35-5714　FAX 0258-35-6341
整 　 理 　 課 　TEL 0258-35-5715　FAX 0258-35-5776

長岡支店 E-mail:nagaoka@niigata-cgc.or.jp

企画総務部
経 営 企 画 課 　TEL 025-210-5132　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:kikaku@niigata-cgc.or.jp
総 　 務 　 課 　TEL 025-210-5131　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:somu@niigata-cgc.or.jp
経　　理　　課　　TEL 025-210-5133　FAX 025-210-5160
　　　　　　　　　E-mail:keiri@niigata-cgc.or.jp
情報システム課　 TEL 025-210-5134　FAX 025-210-5161
　　　　　　　  　E-mail:joho@niigata-cgc.or.jp

E-mail:eigyobu@niigata-cgc.or.jp

新潟県信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は
信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

信用保証の申込みにあたっては、申込人及び保証人の方から反社会的勢力に該当しないこと、
又はそれに類する行為を現在かつ将来にわたり行わないことなどを表明、確約する旨の書類の
提出をお願いいたします。

反社会的勢力とは
・ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等
・ 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・ 暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・ 自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた
　不当な要求行為等を行う者

信用保証をご利用する皆さまへ

担当区域

保証第二課
柏崎市、小千谷市、
十日町市、魚沼市、
南魚沼市、出雲崎町、
湯沢町、津南町、刈羽村

保証第一課
長岡市、見附市

本店

〒955-0092　三条市須頃1丁目17番地
（燕三条地場産業振興センター2階）
保 　 証 　 課 　TEL 0256-33-6661　FAX 0256-33-6622
整 　 理 　 課 　TEL 0256-33-6662　FAX 0256-33-6802

担当区域

県央支店 E-mail:keno@niigata-cgc.or.jp

三条市、加茂市、燕市、
田上町、弥彦村

〒943-0804　上越市新光町1丁目10番20号（上越商工会館内）
TEL 025-523-7225　FAX 025-522-2454

担当区域

上越支店 E-mail:joetsu@niigata-cgc.or.jp

上越市、糸魚川市、
妙高市

〒952-1314　佐渡市河原田本町394番地
（佐渡市役所 佐和田行政サービスセンター2階）
TEL 0259-57-2011　FAX 0259-57-3421

佐渡市

佐渡支店 E-mail:sado@niigata-cgc.or.jp

担当区域

第四北越銀行
長岡本店営業部

Advisory StaffAdvisory Staff

情報発信のために魅力を深掘りする
　「SNSをやった方がいい」と勧められたけど何から始めれ
ばいいのかわからない、いざ始めたけどフォロワーが増えな
くて…という声をよく聞きます。今回ご紹介するのはSNSをは
じめ情報発信や販売促進の相談に応える専門家の南雲純
子さんです。情報発信の基本は「誰に、何を、どのように伝え
るのかが大事」という南雲さん。SNSに限らずターゲットに合
わせた情報発信を提案しています。

　集客のために取り組みたいのがターゲットの明確化です。
「ターゲットといっても単純にお客様ということではなく『あ
なたのお店が大好きで、その魅力を他の人にも伝えてくれ
る』営業部長になってくれそうな人をイメージしてほしい」と

南雲さん。実際にお店や宿泊施設に行ってみ
るととても魅力的なのに、その魅力をまだ
表現できていないところが多いそうで
す。「お店の商品やサービスの存在
や価値をしっかりと伝えていくことが
必要。ターゲットによって売り方や伝
え方が異なることもお伝えします」。
前職で旅行・観光業に携わっていた
南雲さんは観光や地域の魅力創生
のスペシャリストでもあります。「旅行

者にはそれぞれの“いい宿”
があって、宿泊施設にもそ
れぞれの良さがある。求め
ているお互いが出会うため
に宿泊施設は自分の魅力
を発信して欲しい」。宿泊
施設ならば予約サイトや自
社のWebサイト、ファンづく
りのためのSNSなど魅力を
伝える様々な手段もアドバ
イス。「魅力の細分化をして
みると料理やおもてなしが
強みの宿泊施設なのに、メイン写真が外観ということも多
い。情報発信の前に自社の魅力と徹底的に向かい合うこと
が大切です」。

SNSはあなたの魅力を伝えるツール
　「SNSをやらなくちゃ」と投稿が目的になっていることも…。
「SNSはあなたの魅力を伝えるツールです。オフィシャルで発
信する内容はあなたのブランドを作ります。発信を業者や従
業員に丸投げせずしっかりと運用しましょう」。

ポジティブに目線を変えていく
　「情報を活用して、お客様が来ない理由を一つずつつぶし
ていきたい」と南雲さん。「否定的なことは言わず、できること
を一緒に考えます。課題や勿体無いところに気づいてもらえ
るように良いところを引き出すのが私の役目」。コロナ禍や物
価高騰の影響もあり、自社の商品やサービスについて迷う人
も増えています。「適正価格がわからないというご相談も増え
ました。魅力の棚卸を行うことで不安の影に隠れてしまった
『うちのこれが凄い』という魅力をしっかりと掘り起こしてい
きます。みなさまの商品やサービスは、お客様を笑顔にでき
る素晴らしいものなので、面倒だと思わず楽しく情報発信に
向き合っていただきたいです」。
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中小企業診断士、税理士、公認会計士、ファイナン
シャルプランナー、弁護士、デザイナー、広告プラン
ナー、POPクリエーター、管理栄養士、一級建築士、
医療経営コンサルタント、フードコーディネーター など

外部専門家

魅力を掘り起こして
お客様に伝わる
情報発信を提案
株式会社 コラボル 代表取締役　南雲純子さん

明るく楽しい語り口の南雲さんはセミナーも多数開催

お客様をできるだけ絞り込んで想
定して、現状の問題点を書き出して
いくシート。そこから導いた魅力をど
う発信するかを提案する

株式会社 コラボル 代表取締役
南雲  純子さん
新潟県出身。観光事業や地域産業をはじめ、
旅館、飲食店、商店から企業に至るまで幅広
い業種の集客、情報発信、販売促進のコン
サルティングを行う。国内旅行業務取扱管理
者。「誰かをハッピーにできる魅力あるお店の
お手伝いができることは私も幸せです！」

　新潟県信用保証協会では、経営者の皆さまのお困りごと
に応じて、より高度で専門的な支援を行うためにさまざま
な職種の外部専門家を派遣しています。今回は販売促進、
情報発信の支援がご専門の株式会社コラボル代表取締役 
南雲純子さんをご紹介します。

外部専門家に相談
してみませんか？

アドバイザリースタッフ

●誰に
あなたのお客様は誰ですか？
●何を
商品やサービス＋αが重要
●どのように
SNSの選び方、言葉や写真、動画などの工夫

情報発信の
ポイント

外部専門家に関してのお問い合わせ、お申し込みは　保証推進部 企業支援課 TEL.025-210-5143 まで

　新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証４号の指定期間が、令和4年12月31日まで
延長されました。

新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証４号の指定期間の延長について

　信用（変更）保証書（以下、「保証書」という）がお手元に届きましたら、次
の事項について必ずご確認ください。
　金融機関の皆さまにはお手数をお掛けいたしますが、ご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

•保証書がお手元に届きましたら、まず保証内容をご確認ください。
•保証書には有効期限、加えて当座貸越・カードローン等の保証制度をご利用の場合には契約締
結期間を記載しておりますので、ご確認ください。

※保証書の内容にご不明点がある場合や保証書の内容通りに融資実行ができない場合は、保証
担当者へご連絡ください。保証内容と異なる内容で融資実行をされた場合、お客様に新たな保
証料等の負担が発生する可能性があります。

信用（変更）保証書受領時のお願い
金融機関の皆さまへ

　新潟県信用保証協会では、県内中小企業の皆さまに「デザイン」
や「ブランディング」をもっと身近に感じていただくことを目的に、
ビジネスセミナーを開催します。
　講師に㈱フレーム代表取締役の石川竜太氏（当協会アドバイザ
リースタッフ）をお招きし、「デザイン」の役割やビジネスにおける
活用例についてお話いただきます。
　ご興味のある方はぜひこの機会にご参加ください。

お申込みは当協会ホームページのWEB申込フォームから

「小さな会社のためのブランディングセミナー」開催のご案内

　［契約締結期間］

■講師　石川  竜太氏

〈記載例〉
　［有効期限］
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長岡本店営業部

情報発信のために魅力を深掘りする
　「SNSをやった方がいい」と勧められたけど何から始めれ
ばいいのかわからない、いざ始めたけどフォロワーが増えな
くて…という声をよく聞きます。今回ご紹介するのはSNSをは
じめ情報発信や販売促進の相談に応える専門家の南雲純
子さんです。情報発信の基本は「誰に、何を、どのように伝え
るのかが大事」という南雲さん。SNSに限らずターゲットに合
わせた情報発信を提案しています。

　集客のために取り組みたいのがターゲットの明確化です。
「ターゲットといっても単純にお客様ということではなく『あ
なたのお店が大好きで、その魅力を他の人にも伝えてくれ
る』営業部長になってくれそうな人をイメージしてほしい」と

南雲さん。実際にお店や宿泊施設に行ってみ
るととても魅力的なのに、その魅力をまだ
表現できていないところが多いそうで
す。「お店の商品やサービスの存在
や価値をしっかりと伝えていくことが
必要。ターゲットによって売り方や伝
え方が異なることもお伝えします」。
前職で旅行・観光業に携わっていた
南雲さんは観光や地域の魅力創生
のスペシャリストでもあります。「旅行

者にはそれぞれの“いい宿”
があって、宿泊施設にもそ
れぞれの良さがある。求め
ているお互いが出会うため
に宿泊施設は自分の魅力
を発信して欲しい」。宿泊
施設ならば予約サイトや自
社のWebサイト、ファンづく
りのためのSNSなど魅力を
伝える様々な手段もアドバ
イス。「魅力の細分化をして
みると料理やおもてなしが
強みの宿泊施設なのに、メイン写真が外観ということも多
い。情報発信の前に自社の魅力と徹底的に向かい合うこと
が大切です」。

SNSはあなたの魅力を伝えるツール
　「SNSをやらなくちゃ」と投稿が目的になっていることも…。
「SNSはあなたの魅力を伝えるツールです。オフィシャルで発
信する内容はあなたのブランドを作ります。発信を業者や従
業員に丸投げせずしっかりと運用しましょう」。

ポジティブに目線を変えていく
　「情報を活用して、お客様が来ない理由を一つずつつぶし
ていきたい」と南雲さん。「否定的なことは言わず、できること
を一緒に考えます。課題や勿体無いところに気づいてもらえ
るように良いところを引き出すのが私の役目」。コロナ禍や物
価高騰の影響もあり、自社の商品やサービスについて迷う人
も増えています。「適正価格がわからないというご相談も増え
ました。魅力の棚卸を行うことで不安の影に隠れてしまった
『うちのこれが凄い』という魅力をしっかりと掘り起こしてい
きます。みなさまの商品やサービスは、お客様を笑顔にでき
る素晴らしいものなので、面倒だと思わず楽しく情報発信に
向き合っていただきたいです」。

中小企業診断士、税理士、公認会計士、ファイナン
シャルプランナー、弁護士、デザイナー、広告プラン
ナー、POPクリエーター、管理栄養士、一級建築士、
医療経営コンサルタント、フードコーディネーター など

外部専門家

魅力を掘り起こして
お客様に伝わる
情報発信を提案
株式会社 コラボル 代表取締役　南雲純子さん

明るく楽しい語り口の南雲さんはセミナーも多数開催

お客様をできるだけ絞り込んで想
定して、現状の問題点を書き出して
いくシート。そこから導いた魅力をど
う発信するかを提案する

株式会社 コラボル 代表取締役
南雲  純子さん
新潟県出身。観光事業や地域産業をはじめ、
旅館、飲食店、商店から企業に至るまで幅広
い業種の集客、情報発信、販売促進のコン
サルティングを行う。国内旅行業務取扱管理
者。「誰かをハッピーにできる魅力あるお店の
お手伝いができることは私も幸せです！」

　新潟県信用保証協会では、経営者の皆さまのお困りごと
に応じて、より高度で専門的な支援を行うためにさまざま
な職種の外部専門家を派遣しています。今回は販売促進、
情報発信の支援がご専門の株式会社コラボル代表取締役 
南雲純子さんをご紹介します。

外部専門家に相談
してみませんか？

アドバイザリースタッフ

●誰に
あなたのお客様は誰ですか？
●何を
商品やサービス＋αが重要
●どのように
SNSの選び方、言葉や写真、動画などの工夫

情報発信の
ポイント

外部専門家に関してのお問い合わせ、お申し込みは　保証推進部 企業支援課 TEL.025-210-5143 まで



「小さな会社のためのブランディングセミナー」開催のご案内
信用（変更）保証書受領時のお願い
新型コロナウイルス感染症に係る
セーフティネット保証４号の指定期間の延長について
保証制度等の改正について
セーフティネット保証４号（新型コロナウイルス感染症に係るものに限る）
のモニタリングの導入について　ほか

大河津分水洗堰は大河津分水との分岐点直下の信濃川本流に建設された
堰堤です。現役当時のままで保存され、その文化的価値から国の登録有形文化
財に指定されています。信濃川改修工事の代表的遺構の一つで、堰柱26基、
延長約146ｍの日本で初めて造られた本格的RC造堰です。周辺は大河津
分水公園として整備されており、大河津や治水の歴史が学べる信濃川大河津
資料館もあり、憩いの場としても親しまれています。

〒951-8640
新潟市中央区古町通7番町1010番地(古町ルフル7·8 階)
TEL 025-210-5132／FAX 025-210-5160
E-mail: kikaku@niigata-cgc.or.jp ／ URL https://www.niigata-cgc.or.jp

保証にいがた2022(令和4)年11月
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今月の写真

大河津分水洗堰（燕市）


